
  

編 集 発 行 人
税 理 士

山 本 孝 久
〒152-0003
東京都目黒区碑文谷5-12-1

TS碑文谷ビル2F
TEL  03（3791）8863
FAX  03（3791）8292

プロジェクト1_0  12/07/24  9:30  ペー  
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国　税／�7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）
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国　税／�10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 10月1日

9 2012（平成24年）

捜査特別報奨金制度　都道府県警察が捜査を行っている事件のうち警察庁が特に指定し
たものに関し、その事件の検挙に結び付く有力な情報提供者に国費より報奨金を支払う制
度。報奨金は原則、上限300万円ですが、凶悪事件などでは1,000万円まで増額されます。なお、
報奨金は、懸賞金、競馬の払戻金、生命保険の満期返戻金と同様に一時所得となります。
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9月号─2

　合併や買収、M&Aとい
った言葉は、もともと大企
業同士のものといったイメ
ージを持たれていました。
しかし最近では、中小企業
の間でも、M&Aは盛んに
行われています。

M&Aとは

　M&Aは、企業の合併や
買収という意味で使われる
ことが多いですが、本来は
企業間の業務提携や資本提
携などを含めた、企業再編
に関わる手法の総称をいい
ます。具体的には、合併や
会社分割、株式譲渡や事業
譲渡などがあります。
　M&Aの件数は年々増加
する傾向にあります。特に
上場していない企業同士の
M&Aは、1998年と比べて
約3.5倍に増えています。
未上場企業のすべてが中小
企業ではありませんが、中
小企業の間でM&Aが増加
していると考えられます。

背景①　後継者難

　中小企業の間でM&Aが
増加している理由の一つと
して、後継者がいないこと
が挙げられます。帝国デー
タバンクの調査によると、
国内企業のうち後継者がい
ない、もしくは未定の状態
にある企業は、約66%に
のぼるようです。子どもは
いるものの跡を継がないだ
けではなく、企業自体が継
がせられる経営状態ではな

いというケースもあり、問
題は深刻になっています。

背景②　先行き不安

　M&Aが増加しているも
う一つの理由が、先行きの
不安です。少子高齢化や大
手企業の海外進出など、企
業経営を取り巻く環境は大
きく変化しています。既存
のビジネスを続けていても
なかなか成長は見込めず、
現状維持もままならないと
いったことから、買収を考
える企業が増えています。

背景③　抵抗感の薄れ

　M&Aに対する社会的な
イメージが変わってきたこ
とも、増加の理由のひとつ
といえます。
　20年ほど前は、M&Aと
いうと「乗っ取り」という
印象が強く、経営者自身も
自分の会社を譲渡すること
に後ろめたさや劣等感を感
じていました。しかし最近
では、譲渡できる会社は価
値のある会社であり、その
ような会社の経営者は成功
者であると見られるように
なってきました。

M&Aを成功させるには

　中小企業が別の企業との
M&Aを考える場合、相乗
効果があるかを検討する必
要があります。例えば営業
力や販売網はあるものの商
品開発力に乏しい企業は、
高い技術力を持った企業と

のM&Aを考えると、効果
が高いといえます。また、
他地区への進出を考える企
業は、その地区に商圏を持
つ企業とのM&Aを検討す
ることも良いでしょう。
　事業を譲り受ける側にと
って、M&Aを成功させる
ことで、新規事業を立ち上
げるためにかかる時間とコ
ストを抑えることができ、
業績予測を立てやすいとい
うメリットを享受すること
ができます。

M&Aの対象となるには

　M&Aによって事業を譲
り渡すためには、特長のあ
る企業である必要がありま
す。M&Aを行う企業にと
って商品開発力や技術力が
ある企業、人材が豊富な企
業、顧客が多く地元で有名
な企業は、その企業を譲り
受けることによるメリット
が高いといえます。

M&A検討時の留意点

　M&Aを検討する際に留
意する点が、秘密保持です。
譲り渡す企業は、M&Aの
情報が漏れることで、従業
員や取引先が離れたり、関
係が悪化したりすると、大
きな打撃を受けることにな
ります。また、譲り受ける
企業は、譲渡企業やそのオ
ーナーのプライドを傷つけ
ないことも、従業員のやる
気を維持・向上させるため
に必要です。

増加する中小企業のM & A
Mergers & Acquisitions  Mergers & Acquisitions  Mergers & Acquisitions  Mergers & Acquisitions  Mergers & Acquisitions  Mergers & Acquisitions



3─9月号

　大豆やトウモロコシとい
った植物から採取される、
いわゆるバイオエネルギー
は、石油のように枯渇する
資源ではないことや、二酸
化炭素の総排出量が増えな
いことから、石油燃料に代
わるエネルギーとして注目
を集めています。

オイルを作る藻類

　藻類からオイルができる
ということは、大豆やトウ
モロコシに比べてあまり知
られていませんが、オイル
を作り出す藻類は数十種類
あります。また、藻類から
オイルを採取する研究は、
1980年代から始められて
いました。藻類によるオイ
ルの生産能力は、1ヘクタ
ール当たり年間40トン〜
140トンあるようです。
　藻類は生育可能な温度帯
が摂氏10℃〜 30℃と幅広
く、研究室の試験管内で簡
単に培養できます。しかし、
屋外の池や沼で工業的に効
率よく培養するとなると、
他の微生物の増殖や培養速
度が遅くなるなどの問題が
生じ、オイルの生産は難し
いとされていました。
　筑波大学の研究チームで
は、当初「ボトリオコッカ
ス」という藻類を使用して
オイル生産の研究を進めて
いました。オイル生産能力
が高いことや、生産される
オイルの使い勝手が良いこ
とが、この藻類が選ばれた
理由でした。しかし培養に
時間がかかり、1リットル
あたりのコストが約800円
と、重油の13倍かかり、実
用化には至りませんでした。

効率の良い藻類の発見

　そこでこの研究チームは、
別の藻類を模索し、2009年
に沖縄の海から「オーラン
チオキトリウム」という藻
類を発見しました。この藻
類は、ボトリオコッカスに
比べてオイルの生産量は低
いものの増殖のスピードが
36倍も速いという特徴が
あります。この藻類を使う
ことで、生産効率を飛躍的
にあげることができます。
　具体的には、1ヘクター
ル当たり年間1万トン以上
のオイルが生産できると試
算されています。現在日本
が輸入している石油量は年
間1.9億トンほどなので、2
万ヘクタールあれば、年間
の輸入石油量を賄える計算
になります。
　農林水産省の調査による
と、全国には約28万ヘク
タールの耕作放棄地が存在
します。この耕作放棄地の
10%を利用したオーランチ
オキトリウムによるオイル

生産システムができると、
日本は石油を輸入に頼らな
くてもよくなると、この研
究チームは考えています。

藻オイル生産の副産物

　多くの藻類は、太陽光を
利用して光合成を行いま
す。しかしオーランチオキ
トリウムは、太陽光を必要
とせず、周りの有機物を取
り込む藻類です。そのため、
オーランチオキトリウムの
培養に有機排水を使うこと
が検討されています。下水
などの有機排水は、バクテ
リアを用いて浄化処理が行
われていますが、バクテリ
アの代わりにオーランチオ
キトリウムを投入すること
で、有機排水の浄化処理と
オイルの生産を同時に行う
ことができるのではないか
と考えられています。
　さらには、オイルを抽出
したオーランチオキトリウ
ムは、家畜の飼料として活
用することができます。

藻オイルの今後

　オーランチオキトリウム
によるオイル生産を実用化
するためには、スケールの
大きいプラントレベルの実
験を行い、コスト計算をす
る必要があります。また、
生産したオイルを抽出し精
製するといった工程を検討
しなければいけません。そ
のためには多くの予算と人
手がかかります。資源の乏
しい日本がエネルギーを確
保するために、一日も早く
この技術が実用化されるこ
とが望まれます。

藻類から
オイルを
採る
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　2000年に「住宅品質確保促進法」（いわ
ゆる品確法）が施行され、住宅メーカーな
ど新築住宅の供給業者は、新築住宅のうち
主要な構造部分や雨水が侵入する部分につ
いて欠陥があった場合、10年間保証する
ことが義務付けられていました。しかし、
住宅を供給した業者が欠陥の責任を認めな
かったり、売り主が倒産したりすると、裁
判によって解決するか泣き寝入りするしか
ありませんでした。
　そこで2009年に、「特定住宅瑕疵担保
責任の履行の確保等に関する法律」（いわ
ゆる住宅瑕疵担保履行法）が制定され、新
築住宅を供給する業者は「瑕疵担保保険」
に加入するか、保証金を法務局などに供託
することが義務付けられました。
　この法律が制定されたことで、住宅を供
給した会社が倒産した場合でも、住宅の主
要な構造部分や雨水が侵入する部分に瑕疵

が認められれば、瑕疵担保保険から工事費
として2,000万円を上限に支払われるこ
とになります。また、住宅の供給業者が瑕
疵を認めない場合は、住宅紛争処理支援セ
ンターの無料相談や、弁護士会のあっせん、
調停・仲裁を安価な費用で受けられるよう
になりました。
　保険は、国土交通大臣が指定した「住宅
瑕疵担保責任保険法人」の保険に限られま
す。2009年現在、5社の保険法人が保険
を引き受けています。
　この保険に加入すると、工事の内容を確
認するため、基礎工事完了時と躯体工事完
了時など一定の時期に現場検査が行われま
す。そして完成引渡し時に、保険契約を証
する書類が交付されます。新築住宅を取得
する際には、業者がどのような保険に加入
しているか、契約時に確認をする必要があ
るでしょう。

　宣伝と気付かれないように宣伝行為をす
ることを、ステルスマーケティングといい
ます。レーダーに探知されにくい軍用機を
「ステルス戦闘機」というように、「ステル
ス」には隠れるといった意味があります。
お店に行列を作らせて人気店であるように
見せる「サクラ」も、従来から日本にある
ステルスマーケティングの一種です。最近
ではブログを書いている人に報酬を支払っ
て自社製品などについて良い評価を書いて
もらうという手法があります。中には複数
の有名タレントなどが同じ商品を同じよう
な内容で紹介するブログもあり、問題にな
っています。
　このような現状を踏まえて、消費者庁は
昨年、商品やサービスが実際のものよりも
著しく優良であると一般消費者に誤認させ
るような記事を口コミサイトに掲載した
り、第三者に掲載させたりすることは、景
品表示法上の不当表示にあたるとして、報
告書に問題となる事例を挙げています。
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